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市役所への
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児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け

て
い
る
方
へ
は
、
8
月
初
旬
に
現

況
届
提
出
に
関
す
る
案
内
を
送
付

し
ま
す
。

　

現
況
届
は
、
8
月
以
降
も
引
き

続
い
て
児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格

が
あ
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
も

の
で
す
。

　

現
況
届
を
提
出
し
な
い
と
8
月

分
以
降
の
手
当
が
受
け
ら
れ
な
く

な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
届
出
期
間

中
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

■
届
出
に
必
要
な
物

　

印
鑑
、
証
書
、
世
帯
全
員
の
住

民
票
の
写
し
な
ど

■
届
出
期
間

　

８
月
１
日
㈭
～
30
日
㈮

※
児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停
止

　

適
用
除
外
事
由
届
出
書
（
緑
色

　

の
用
紙
）
が
届
い
て
い
る
方
は
、

　

関
係
書
類
を
添
え
て
、
現
況
届

　

と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
児
童
扶
養
手
当
は
、
両
親
の
離

　

婚
等
に
よ
り
、
父
ま
た
は
母
と

　

生
計
を
別
に
す
る
児
童
の
保
護

　

者
、
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障

　

害
の
状
態
に
あ
る
児
童
の
保
護

　

者
（
年
金
受
給
者
・
一
定
以
上

　

の
所
得
者
を
除
く
）
に
支
給
さ

　

れ
ま
す
。

■
届
出
先

　

お
住
ま
い
の
地
域
で
届
出
先
が

異
な
り
ま
す
。

○
西
条
地
域
の
方

　

市
庁
舎
別
館
女
性
児
童
福
祉
課

　

子
育
て
支
援
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
３
７
０

○
東
予
地
域
の
方

　

東
予
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係

○
丹
原
地
域
の
方

　

丹
原
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
福
祉
係

○
小
松
地
域
の
方

　

小
松
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

市
民
福
祉
係

　

心
身
に
障
害
の
あ
る
児
童
の
福

祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
児
童
を

監
護
す
る
父
親
か
母
親
、
養
育
者

に
手
当
を
支
給
し
ま
す
。

■
支
給
要
件

○
児
童
が
障
害
を
受
給
事
由
と
す

　

る
公
的
年
金
を
受
け
て
い
な
い

　

こ
と

○
障
害
者
が
20
歳
未
満
で
あ
り
、

　

法
律
で
定
め
る
程
度
の
状
態
の

　

子
ど
も
を
監
護
し
て
い
る
こ
と

○
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に

　

入
所
し
て
い
な
い
こ
と

○
監
護
す
る
人
の
所
得
が
限
度
額

　

を
超
え
て
い
な
い
こ
と

■
支
給
額

○
障
害
の
程
度
が
１
級
の
場
合　

　

月
額
５
万
４
０
０
円

○
障
害
の
程
度
が
２
級
の
場
合

　

月
額
３
万
３
５
７
０
円

■
現
況
届

　

手
当
受
給
中
は
、
年
１
回
の
所

得
状
況
届
が
必
要
で
す
。

■
申
請
先

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

次
の
要
件
を
満
た
し
、
嘱
託
医

が
特
別
障
害
者
（
児
）
と
認
め
る

方
に
、
特
別
障
害
者
手
当
な
ど
を

支
給
し
ま
す
。

【
特
別
障
害
者
手
当
】

■
対
象
者　

法
律
で
定
め
る
程
度

の
状
態
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
20

歳
以
上
の
者　

■
支
給
要
件

○
自
宅
で
療
養
し
て
い
る
こ
と

○
施
設
に
入
所
、
ま
た
は
入
院
し

　

て
い
な
い
こ
と

○
所
得
が
限
度
額
を
超
え
て
い
な

　

い
こ
と

■
支
給
額
　

　

月
額
２
万
６
２
６
０
円

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

■
対
象
者　

法
律
で
定
め
る
程
度

の
状
態
で
あ
り
、
日
常
生
活
に
お

い
て
常
時
介
護
を
必
要
と
す
る
20

歳
未
満
の
者　

■
支
給
要
件

○
障
害
年
金
等
を
受
け
て
い
な
い

　

こ
と

○
施
設
に
入
所
し
て
い
な
い
こ
と

○
所
得
が
限
度
額
を
超
え
て
い
な

　

い
こ
と

■
支
給
額　

　

月
額
１
万
４
２
８
０
円 

【
問
合
せ
】

○
市
庁
舎
別
館
社
会
福
祉
課

　

障
害
者
福
祉
係

ＴＥＬ
０
８
９
７

－

５
２

－

１
２
１
４

○
各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

　

福
祉
係
（
東
予
）

　

市
民
福
祉
係
（
丹
原
・
小
松
）

　

原
爆
死
没
者
な
ら
び
に
戦
争
で

亡
く
な
ら
れ
た
数
多
く
の
方
々
の

ご
冥
福
と
世
界
恒
久
平
和
を
祈
念

し
て
、
１
分
間
の
黙
と
う
が
次
の

日
時
で
捧
げ
ら
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
、
家
庭
や
職
場
な
ど

に
お
い
て
、
黙
と
う
を
お
願
い
し

ま
す
。

○
広
島
平
和
記
念
日

　

８
月
６
日
㈫　

８
時
15
分

○
な
が
さ
き
平
和
の
日

　

８
月
９
日
㈮　

11
時
２
分

○
戦
没
者
を
追
悼
し
平
和
を
祈
念

　

す
る
日

　

８
月
15
日
㈭　

正
午

平
和
記
念
日
・
終
戦
記
念
日
に

黙
と
う
を

児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
は

８
月
30
日
ま
で
に
提
出
を

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

特
別
障
害
者
手
当
の
支
給


